
資料５ 

外国人材との共生について日本が目指すべき方向性をまとめた政府文書 

 

 

１． 経済財政改革の基本方針 2008～開かれた国、全員参加の成長、環境との

共生～（平成２０年６月２７日、閣議決定） 

第一章 

（世界に開かれた経済システムの構築）  

1990 年代以降、世界経済のグローバル化が急速に進展し、商品、サービス

はもちろん、資金、人材、情報が、国境を越えて大きく移動するようになっ

た。このような構造変化への対応は、各国経済にとって大きな挑戦であった。

しかし、先進国のみならず体制移行国や発展途上国も含め、各国は経済構造を

変革し、世界経済のダイナミズムを積極的に取り込むことにより、新しい経済

成長軌道への転換を果たしている。  

日本経済も、これまでグローバル化を進め、そのメリットをいかして成長を

遂げてきた。世界への輸出を拡大するとともに、直接投資を通じて海外で生

産・営業拠点を 築き、海外駐在員・留学生も多数派遣してきた。しかし、こ

れだけではグローバル化のメリットの半分しか享受したことにならない。  

これからは、「海外に出る国際化」だけでなく、「迎え入れる国際化」による

メリットを享受しなければならない。海外から新しい発想や最先端の技術、高

度な人材を受け入れ、活力を海外から吸収することは、高齢化・人口減少が進

む日本にとって大きなプラスである。成長するアジア、成長する世界のエネル

ギーを受け入れ、ともに成長する経済の仕組みをつくることで、国内の企業や

人材、資金も活性化し、能力を最大限に発揮することになる。  

そのためには、日本経済がこれまで培ってきた「強み」を、グローバル経済

の中でいかしていくことが大切である。教育水準の高さやチームプレーを得意

とする人材力、家計金融資産を背景にした資金力、製造業や環境・エネルギー

の技術力は、グローバル化によって日本経済が大きく飛躍するための跳躍台と

なろう。さらに、資源や食料価格の高騰はリスクでもあるが、その一方で攻め

の対応によって価格競争力の復活の 好機にもなる。また、日本経済は、世界

に先んじて高齢化・人口減少を経験しつつある。これは、社会、経済、財政に

広範な影響を及ぼす大きな構造変化である。この構造変化と向き 合い、人口

減少下でも新たな需要創出により成長を持続し、高い生活の質を実現する 経

済社会のモデルをつくることができれば、世界への大きな貢献である。そのた

めにも、グローバル経済とともに生き、新しい経済成長のメカニズムを起動さ

せなければならない。 
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１．経済成長戦略 
IIグローバル戦略 

第二は、世界のダイナミズムを積極的に取り入れることで飛躍してきた国民

性を最大限に発揮し、世界とともに成長することを目指す「グローバル戦略」

である。「開かれた国づくり」の道を進む以外に、今後の経済成長はあり得な

い。以下を主な柱とする。 

③ 国際的な人材強化  

i) 高度人材の受入れ拡大 

経済成長のカギは人材であり、今、多くの国が高度人材を集めることにしの

ぎを削っている。我が国においても、能力に見合った高い処遇での人材誘致

や、企業の幹部・基幹業務への登用を始め、より魅力的な雇用環境、生活環境

の整備を早急に進め、高度人材の受入れを拡大する 

・ 世界から高度人材の受入れを拡大するため、産官学労で構成する「推進会

議」を設置する。「推進会議」の場で、数値目標の設定や必要な施策について

検討し、平成 20 年中に関係府省でアクションプログラムを策定する。 

 

ⅱ）教育の国際化  

開かれた国にする観点から、高度人材受入れとも連携させながら、留学生受

入れを拡大させる。若いうちから多国籍の留学生と学び、国際感覚を身に付け

る教育を充実する。 

・ 教育の大胆な国際化を進めるため、平成 20年度中に、グローバル 30（国際

化拠点大学 30)（仮称）を始めとする、留学生 30万人計画を策定し、具体化を

進める。  

・ 留学生の就職支援、海外での情報提供・支援の一体的取組等を進め、2020 

年を目途に留学生数を 30万人とすることを目指す。 

・ 英語教育を強化する。また、日本人高校生・大学生の海外留学を推進す

る。 

 

 

２． 外国高度人材受入政策の本格的展開を（報告書） 

（平成２１年５月２９日、高度人材受入れ推進会議） 

（1） 現状に対する基本認識 （成長戦略の一翼としての位置付けが必要）  

・ 少子・高齢化、人口減少社会が本格的に到来する中で、我が国の経済活力

と潜在成長力を高めるためには、少子化対策はもとより、若者、女性、高齢者

など国内人材を最大限に活用することが極めて重要な課題となっている。 

・ また、グローバル化が進展する中で、我が国の国際競争力を維持・強化し
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つつ、内需主導型の経済成長を達成していくためには、ヒト、モノ、カネの経

営資源を将来の成長分野に集中的に投入していく「成長戦略」を着実に実行し

ていかなければならない。 

・ こうした文脈の中で、我が国が持続的成長を遂げるためには、外国高度人

材の発想や能力・経験を活用しイノベーションを引き起こすことが重要であ

る。政府は、外国高度人材の受入推進を成長戦略の重要な一翼として位置付

け、国民的コンセンサスを得た上で中長期的観点から高度人材の受入れを進め

ていく必要がある。 

 

（2） 高度人材受入れの意義 （高度人材受入れの意義は大きい）  

・ ここで改めて、何のために外国高度人材の受入れが必要なのかについて、

目的意識を共有する必要がある。すなわち、外国人材の受入れは、単なる現状

及び将来的な労働力不足という観点から捉えるのではなく、日本の製品やサー

ビスの付加価値を高め、経済成長や雇用創出に必要不可欠な人材を受け入れる

という社会全体の意識変革が必要である。  

・ 今後、日本がグローバル競争に勝ち残り、新たな需要を開拓していくため

には、日本企業や大学等研究機関がイノベーションを通じ、より高付加価値の

製品・サービスを作り出していくことが必要である。そのためには、多様な価

値観、経験、ノウハウ、技術を持った外国高度人材を積極的に受け入れること

により、新たなイノベーションを生み出して行くことが重要 である。  

・ 日本人とは異なるバックグラウンドやセンス・発想力を持つ優れた外国高

度人材の能力と日本人の能力を上手く組み合わせ、両者が切磋琢磨するとで、

日本人の潜在力を開花させ、チームとしての付加価値創造力を高めることにつ

ながらなければならない。 

 ・ 以上のような観点を経済学的に整理すると、我が国が積極的に受け入れる

べき高度人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが

出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをも たらすと

ともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場 の発展を促

し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と定義付けるこ

とができる。 

 

２．高度人材受入政策の基本的考え方 

(7) 留学生は「高度人材の卵」として重視すべき存在と位置付け、官民一体と

なって受入環境づくりや日本語教育の強化も含めた重点的な支援（日本語能力 

試験の活用や奨学金制度の改善・活用、住居支援、就職支援など）を行う。 
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３．第１８６回国会 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改

正する法律案 趣旨説明（平成２６年５月２１日） 

○谷垣国務大臣 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案につきま

して、その趣旨を御説明いたします。   

経済のグローバル化や少子高齢化の中で、今後、日本経済を新たな成長軌道

に乗せるために、高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れを促進する

ことが求められております。また、我が国の国際化の進展とともに、観光立国実

現に向けて官民一体の取り組みがなされた結果、昨年の外国人入国者数は初め

て一千万人を超え、二〇二〇年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピッ

クに向けて、今後、その数がさらに増加することが見込まれるところであり、出

入国管理上、問題を生じるおそれが少ない外国人の出入国手続の簡素化、迅速化

を図ることが急務となっております。   

この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管

理及び難民認定法の一部を改正するものであります。  

この法律案の要点を申し上げます。第一は、高度の専門的な能力を有する外国

人材の受け入れの促進のための措置であります。これは、現在「特定活動」の在

留資格を付与している高度の専門的な能力を有する外国人材を対象とした新た

な在留資格「高度専門職（第一号）」を設けるとともに、この在留資格をもって

一定期間在留した者を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限

の在留資格「高度専門職（第二号）」を設けるものです。  

第二は、クルーズ船の外国人乗客に係る入国審査手続の円滑化のための措置

であります。これは、法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象とし

て、簡易な手続で上陸を認める船舶観光上陸許可の上陸許可の制度を設けるも

のです。   

第三は、一定範囲の短期滞在者に係る出入国手続の円滑化のための措置であ

ります。これは、自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我

が国に短期間滞在する外国のうち、事前に指紋等の個人識別情報を提供して審

査を受け、出入国管理上問題を生じるおそれが少ないと認められて登録された

ものに拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、

上陸許可の証印にかわる上陸許可の証明手段を設けるものです。  

 以上が、この法律案の趣旨であります。  

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたし

ます。 
 

４．第１９７回国会 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改

正する法律案 趣旨説明（平成３０年１１月１３日） 

○国務大臣（山下貴司君） 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の

一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。   

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経

済社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきています。   
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このため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を

確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性、技能

を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求めら

れております。   

また、我が国を訪れる外国人は増加を続け、平成二十九年の外国人入国者数

は約二千七百四十三万人と過去最高を更新しており、我が国に在留する外国人

数も、平成三十年六月末現在では、過去最多の約二百六十四万人となっていま

す。  

このような中、厳格な入国管理と円滑な入国審査を高度な次元で両立し、特

に、増加する外国人に対する在留管理を的確に行っていくことが求められてお

ります。   

この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国

管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正するものであります。  

この法律案の要点を申し上げます。   

第一は、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する一定

の専門性、技能を有する外国人の受入れを図るため、現行の専門的、技術的分

野における外国人の受入れ制度を拡充し、当該技能を有する外国人に係る在留

資格、特定技能一号及び特定技能二号を設けるとともに、基本方針及び分野別

運用方針に関する規定など、外国人を受け入れるプロセスに関する規定、外国

人に対する支援に関する規定、外国人を受け入れる機関に関する規定等を整備

することとするものです。   

第二は、新たな在留資格の創設に伴う在留外国人の増加に的確に対応しつ

つ、外国人の受入れ環境整備に関する企画及び立案並びに総合調整といった新

規業務に一体的かつ効率的に取り組む組織として、法務省の外局に出入国在留

管理庁を新設することとするものです。   

その他所要の規定の整備を行うこととしております。 

以上が、この法律案の趣旨であります 

 

５．外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（平成３０年１２月２５

日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議） 

総合的対応策は、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることに

より、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという

目的を達成するため、外国人材の受入れ・共生に関して、目指すべき方向性を

示すものである。 

政府としては、条約難民や第三国定住難民を含め、在留資格を有する全ての

外国人を孤立させることなく、社会を構成する一員として受け入れていくとい
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う視点に立ち、外国人が日本人と同様に公共サービスを享受し安心して生活す

ることができる環境を全力 で整備していく。  

その環境整備に当たっては、受け入れる側の日本人が、共生社会の実現につ

いて理解 し協力するよう努めていくだけでなく、受け入れられる側の外国人

もまた、共生の理念を理解し、日本の風土・文化を理解するよう努めていくこ

とが重要であることも銘記されなければならない。 

 

５．未来投資戦略 2018 ―「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革―（平

成３０年６月１５日、閣議決定） 

２－３．外国人材の活躍推進 

（２）政策課題と施策の目標 

第４次産業革命の下での国際的な人材獲得競争が激化する中、海外から高度

な知識・技能を有する外国人材の積極的な受入れを図ることが重要である。特

に、高度外国人材の「卵」である優秀な外国人留学生の国内就職率の向上に向

け、外国人学生の呼び込みから就職に至るまで一貫した対応を行うとともに、

留学生と産業界双方のニーズを踏まえた効果的なマッチングを図る。 

また、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が

国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきている。このた

め、設備投資、技術革新、働き方改革などによる生産 性向上や国内人材の確

保を引き続き強力に推進するとともに、従来の 専門的・技術的分野における

外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広

く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。 

これらの取組に併せて、自国外での就労・起業を目指す外国人材に とって

我が国の生活・就労環境や入国・在留管理制度等が魅力的となるよう、政府横

断的に外国人の受入れ環境の整備を進めていく。 

 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）高度外国人材の受入れ促進 

①外国人留学生等の国内就職促進のための政府横断的な取組 

ア）外国人留学生などの外国人材受入れ施策の有機的連携 

我が国企業のニーズに応じた外国人留学生などの外国人材の受入れを促進す

るべく、関係府省庁間での連携を深め、関係省庁による以下の様々な施策等を

統合的に実施するための体制を構築する。 

・在外公館、日本貿易振興機構（JETRO）、国際交流基金、日本学生支援機構

（JASSO）などの海外事務所及び国内大学の海外拠点の緊密な連携の下、入国

前に日本語教育を提供するとともに、大学等での教育研究、卒業後の就職など
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のキャリアパスをはじめとした日本留学の魅力を統合的に発信し、一気通貫で

日本への送り出しにつなげる体制を構築する。 

・大学・企業・自治体等の連携の下、外国人留学生と中堅・中小企業双 方

の事情に精通する専門家の活用等を通じ、地域の中堅・中小企業の ニーズを

踏まえた専門教育や、ビジネス日本語・キャリア教育等日本 企業への就職に

際し求められるスキルを在学中から習得させるとともに、インターンシップ、

マッチング事業等を通じて国内企業への就職につなげる仕組みを作る。また、

留学生と企業とのマッチングの機会を設けるため、ハローワークの外国人雇用

サービスセンター等の増設により、留学生と企業とのマッチングを推進する。 

 

イ）JETRO のプラットフォームを通じた分かりやすい情報発信・ワンス ト

ップサービスの提供 

関係府省庁間の連携の下、各施策の有機的な連携を図るための仕組みとし

て、JETRO によるプラットフォームを本年度から始動し、来年度から本格稼働

させる。  

・日本の生活・就労環境、入管制度、高度外国人材の採用に関心がある中

堅・中小企業等の情報、日本での就労を希望する外国人留学生が在籍する大学

等の情報など一連の情報とともに、関係省庁等が実施するインターンシップ、

ジョブフェア、セミナーなどの各種イベント情報を JETRO に集約し、外国人及

び我が国企業双方の目線に立った分かりやすい形で発信するポータルサイトを

構築する。  

・企業や高度外国人材・外国人留学生からの採用や就労に関する問い合わせ

を一元的に回答するワンストップサービスを提供する。  

・高度外国人材に精通した専門家を活用し、中堅・中小企業に対して採 用

に際しての手続や課題解決、外国人材が活躍するための就労環境整備、我が国

での安定的な定着までの伴走型支援を提供する。 

 ②高度外国人材の受入れ拡大に向けた入国・在留管理制度等の改善 

・外国人起業家の更なる受入れ拡大に向けて、起業に向けた準備のため最長

１年間の在留期間を付与する等の入国管理制度上の措置を講ずるとともに、起

業活動実施状況の確認、相談体制の構築等の管理・支援施策を実施するなど、

起業活動を支援する「スタートアップ・プロ グラム（仮称）」を本年中に開始

する。  

・外国人留学生の国内での就職を支援するため、一定の基準を満たす企業に

就職予定の留学生については、在留資格変更申請時に提出する資料の簡素化を

図るとともに、地方入国管理局に留学生の就職支援に係る専用の相談窓口を設

け、在留資格変更申請に係る様々な事前相談に対応する。また、「高度人材ポ
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イント制」について、特別加算の対象 大学の拡大等の見直しを行う。 

 

ⅱ）新たな外国人材の受入れ  

真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、外国人材の受入

れを拡大するため、現行の専門的・技術的な外国人材の受入れ制度を拡充し、

以下の方向で、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就

労を目的とした新たな在留資格を創設する。  

 

ア）受入れ業種の考え方  

新たな在留資格による外国人材の受入れは、生産性向上や国内人材の確保の

ための取組（女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等）を

行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受入れが必要と認め

られる業種において行う。  

 

イ）政府基本方針及び業種別受入れ方針  

受入れに関する業種横断的な方針をあらかじめ政府基本方針として閣議決定

するとともに、当該方針を踏まえ、法務省等制度所管省庁と業所管省庁におい

て業種の特性を考慮した業種別の受入れ方針（業種別受入れ方針）を決定し、

これに基づき外国人材を受け入れる。  

 

ウ）外国人材に求める技能水準及び日本語能力水準 

在留資格の取得に当たり、外国人材に求める技能水準は、受入れ業 種で適

切に働くために必要な知識及び技能とし、業所管省庁が定める試験等によって

確認する。また、日本語能力水準は、日本語能力試験等により、ある程度日常

会話ができ、生活に支障がない程度の能力を 有することが確認されることを

基本としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定め

る。ただし、技能実習（３年）を修了した者については、上記試験等を免除

し、必要な技能水準及び 日本語能力水準を満たしているものとする。 

 

 エ）有為な外国人材の確保のための方策 

有為な外国人材に我が国で活動してもらうため、今後、外国人材から保証金

を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在を防止するための方策を講ずるとと

もに、国外において有為な外国人材の送り出しを確保するため、受入れ制度の

周知や広報、外国における日本語教育の充実、必要に応じ政府レベルでの申入

れ等を実施するものとする。  
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オ）外国人材への支援と在留管理等 

新たに受け入れる外国人材の保護や円滑な受入れを可能とするため、的確な

在留管理・雇用管理を実施する。受入れ企業、又は法務大 臣が認めた登録支

援機関が支援の実施主体となり、外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、

住宅の確保、生活のための日本語習得、相談・ 苦情対応、各種行政手続に関

する情報提供などの支援を行う仕組みを設ける。また、入国・在留審査に当た

り、他の就労目的の在留資格と 同様、日本人との同等以上の報酬の確保等を

確認する。加えて、労働行政における取組として、労働法令に基づき適正な雇

用管理のための相談、指導等を行う。これらに対応するため、きめ細かく、か

つ、機能的な在留管理、雇用管理を実施する入国管理局等の体制を充実・強化

する。  

カ）家族の帯同及び在留期間の上限 

以上の政策方針は移民政策とは異なるものであり、外国人材の在留 期間の

上限を通算で５年とし、家族の帯同は基本的に認めない。ただし、新たな在留

資格による滞在中に一定の試験に合格するなどより高い専門性を有すると認め

られた者については、現行の専門的・技術的 分野における在留資格への移行

を認め、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認めるなどの取扱いを可能とす

るための在留資格上の措置を検討する。 

 ⅲ）外国人の受入れ環境の整備 

①生活環境の改善 

ア）外国人児童生徒に対する日本語指導等の充実 

・日本語指導・生活指導等を担う教員・支援員の専門性向上を図るべく、 

教育委員会・大学等が実施すべき研修内容等をまとめた「モデルプログラム」

を開発し、その普及を促す。  

・多言語翻訳システムなど ICT の活用促進等により、外国人児童生徒や 保

護者とのスムーズな意思疎通を図り、きめ細やかな就学相談や充実した日本語

指導等を実施する。  

イ）日本語教育全体の質の向上 

・日本語教師の質の向上を通じ日本語教育水準を高めるべく、日本語教師養

成・研修機関が実施すべきプログラムを開発し、その普及を促すとともに、日

本語教師のスキルを証明するための資格創設について検討する。 

 ・日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人に対して、生活場面に応じ

た日本語を自学・自習できる ICT教材の開発に本年度中に着手し、来年度以降

速やかに提供する。 

 

②就労環境の改善 
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・高度外国人材の専門性の発揮や公正な評価・処遇につながる雇用管理 改

善の取組の指標となる好事例集の普及啓発を図り、魅力ある就労環境整備を促

していく。  

・外国人雇用管理アドバイザーや「新輸出大国コンソーシアム」の専門家に

よる人事・労務管理等に関する相談対応を通じ、高度外国人材の雇用の改善を

図る。  

 

③在留資格手続の円滑化・迅速化等のための在留管理基盤の強化 

ア）在留資格手続の円滑化・迅速化 

・外国人を適正に雇用し、また外国人雇用状況届出等を履行している所属機

関を対象に、外国人本人に代わって手続を行うことを可能とする在留資格手続

上のオンライン申請を本年度から開始する。 

・各種識別番号の活用を通じた行政機関間の情報連携により、在留外国人の

在留状況（就労状況、身分の変動等）を法務省が正確かつ確実に把握すること

により、在留資格手続の際に提出を求めている各種証明書の提出を不要とする

など、申請手続上の更なる負担軽減を図るための制度の在り方を検討する。    

イ）在留管理基盤の強化 

・法務省が把握する外国人本人の情報と厚生労働省が把握する外国人雇用状

況届出情報が突合できない事案や、事業主が外国人雇用状況届出の義務を履行

していないと疑われる事案について、両省間で情報共有を行い、雇用主に対し

て届出義務を着実に履行させるための仕組みを 本年夏から開始する。また、

更なる把握の徹底など在留管理基盤の強化を図るべく、各種識別番号の活用を

検討し、その結論に応じた必要な措置を講ずる。 

・受入れ外国人材に係る業種・職種・在留資格別などの就労状況を正確に把

握する仕組みを検討し、本年度中に結論を得る。 

 ④総合的対応策の抜本的見直し 

外国人材の受入れの拡大を含め、今後も我が国に滞在する外国人が 一層増

加することが見込まれる中で、我が国で働き、生活する外国人について、多言

語での生活相談の対応や日本語教育の充実をはじめとする生活環境の整備を行

うことが重要である。このため、平成 18年に策定された「『生活者としての外

国人』に関する総合的対応策」（平成 18年 12月 25日外国人労働者問題関係省

庁連絡会議）を抜本的に見直すとともに、外国人の受入れ環境の整備は、法務

省が総合調整機 能を持って司令塔的役割を果たすこととし、関係省庁、地方

自治体等との連携を強化する。このような外国人の受入れ環境の整備を通じ、

外国人の人権が護られるとともに、外国人が円滑に共生できるような社会の実

現に向けて取り組んでいく。 なお、法務省、厚生労働省、地方自治体等が連
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携の上、在留管理体 制を強化し、不法・偽装滞在者や難民認定制度の濫用・

誤用者対策等を推進する 

 

６．経済財政運営と改革の基本方針２０２２ 新しい資本主義へ ～課題解決

を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現～（令和４年６月７日、閣

議決定） 

（外国人材の受入れ・共生）  

高度外国人材の受入れや活躍を推進するほか、特定技能制度の受入分野追加

は、分野を所管する行政機関が人手不足状況が深刻であること等を具体的に示

し、法務省を中心に適切な検討を行う。技能実習制度について人権への配慮等

の運用の適正化を行う。これらを含めて、制度の在り方に関する見直しの検討

を行う。さらに、人道的な観点から真に庇護 すべき者を確実に保護するとと

もに、送還忌避・長期収容等の課題解消を図る法整備に取り組む。これに加

え、外国人が暮らしやすい地域社会づくりのほか、在留カードとマイナンバー

カードの一体化の検討、日本語教育の推進や外国人児童生徒等の就学促進を含

め、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」等に基づき施策を着実

に実施し、外国人との共生社会の実現に向けて取り組む。 

 

７．外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ（令和４年６月１４日、

外国人の受入れ・共生に関する関係閣僚会議） 

第２ 目指すべき外国人との共生社会のビジョン 

 有識者会議から提出された意見書を踏まえ、政府として中長期的に取り組ん

でいく姿勢として、次のような外国人との共生社会を目指す。 

 〔３つのビジョン〕 

 ① これからの日本社会を共につくる一員として外国人が包摂され、全ての人

が安全に安心して暮らすことができる社会  

外国人の中には、我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使

用する能力や、我が国の税や社会保障等の社会制度に対する理解が十分でない 

人も存在する。こうした能力や理解を十分に身に付けてもらうため、日本語を 

習得する機会の提供、我が国の社会制度等に関する情報提供に係る取組を充実 

させていく必要がある。 

 外国人に対する支援を行うに当たっては、言葉の壁等、外国人の多くが直

面する様々な困難性に配慮し、国や地方公共団体、民間支援団体等の関係機関

が 連携・協力し、外国人の置かれている状況や支援ニーズを把握し、外国人

の立場に寄り添った支援をする必要がある。こうした取組においては、「外国

にルーツを持つ者にも配慮を要する。また、外国人においては、納税等の公的
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義務 を履行し、社会の構成員として責任を持った行動をとることが期待され

る。 

 外国人との共生社会を実現するためには、外国人が適切に行政サービスを

享受し、共に生きる社会の一員として包摂されるとともに、責任ある社会の構

成 員としての行動を促すことにより、外国人を含む全ての人が安全・安心に

暮らすことができる社会を形成していく必要がある。 なお、人生の礎となる

子どもに対する教育や、母子保健をはじめ生命に関わる医療サービスなど、誰

しもが享受すべき権利については、全ての外国人がアクセスできるよう、引き

続き支援していく必要がある。 

 

 ② 様々な背景を持つ外国人を含む全ての人が社会に参加し、能力を最大限に

発揮できる、多様性に富んだ活力ある社会  

中長期的な視点を持って外国人との共生社会の実現に向けた取組を進めるに 

当たっては、専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れにより我が国社会に 

活力を取り込むというこれまでの視点を超えて、様々な背景を有する外国人を 

含む全ての人が能力を存分に発揮し社会の一員として活躍することによって、

我が国社会を多様性に富んだ活力あるものとしていくことができる。外国人と

の共生社会の実現は、外国人のためだけのものではなく、我が国全ての人、企

業、地域、ひいては社会全体の成長を促すものとして捉えていく必要がある。 

 

 ③ 外国人を含め、全ての人がお互いに個人の尊厳と人権を尊重し、差別や偏

見なく暮らすことができる社会 

目指すべき共生社会においては、外国人を含む全ての人が、それぞれが持つ 

多様性を異質なものとして差別・排除の対象とするのではなく、豊かさとして 

お互いに個人の尊厳と人権を尊重することが必要である。この考え方は、目指 

すべき共生社会の基盤となるものであり、誰しもが個人の尊厳や人権を侵され

ることがあってはならない。また、お互いに個人の尊厳と人権を尊重するに

は、全ての人が、共に社会をつくっていくことの必要性や意義に対する理解を

深め、社会の一員としてルールを守る社会であることが必要である。 

 

８．第４回 コロナ後のグローバル社会を見据えた人への投資について（主な

論点案）（令和４年９月２９日、教育未来創造会議） 

検討の趣旨 

・ 「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプト

とした新しい資本主義を 実現するためには、人への投資を一層進めることが

重要であり、世界最先端の分野で活躍する高度 専門人材や多様な価値観を持
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った人材を育成・確保するとともに、多様性と包摂性のある持続可能な社会を

構築することにより、我が国の更なる成長を促していくことが必要不可欠であ

る。  

・ コロナ禍で停滞したグローバルレベルでの人流が今後回復の兆しを見せ、

世界各国が国境を越えて人材獲得を進めるとともに、高等教育機関の国際展開

やオンライン化など新たな動きが生じている。 

 ・ こうした中、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」や「新しい資本主義

のグランドデザイン及び 実行計画」等を踏まえ、留学概念の再構築や留学生

の受入れ・派遣の戦略的推進等に関する 大きな方針を示すとともに、卒業後

の留学生等の活躍に向けた環境整備や教育の国際化の促進 等を通じて、人材

交流の活性化及び多様性のあるイノベーション人材の育成強化を図り、新たな

価 値を持続的に創出する社会を構築する。 


